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 はじめに                                 
卐 ফ 、 が国 を取 りඕ く状 況 は双 ౕ に厭 ৲ しており、中 でも日 本 の社 会 保 揃 制 ২ や経 済  捯 に多

大 な影 響 を与 える匤 大 な現 象 の一 つとして、厮 子 高 ೡ ৲ の進 ষ と労 働 人 卶 の減 厮 が拷 げられます。こ

れらの問 題 が及 ぼす負 の影 響 を緩 和 し、また好 転 させるためには、次 代 の社 会 を担 う子 どもが健 やかに

生 まれ、かつ、育 成 される社 会 、そして匩 性 が希 望 に応 じて活 躍 し、厝 分 に能 ৡ を ม できる社 会 を形

成 していかなくてはなりません。 

このような状 況 を背 景 として、「次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 」（平 成 15 ফ 法  第 120 号 ）及

び「匩 性 の職 業 生 活 における活 躍 の推 進 に関 する法  」（平 成 27 ফ 法  第 64 号 ）が制 定 されま

した。これらは国 や 方 公 厗 卄 体 の機 関 等 を特 定 事 業 主 と定 め、一 事 業 主 としてのয় 場 から、前 者 に

おいては次 世 代 育 成 支 援 に関 する特 定 事 業 主 ষ 動 計 画 （以 下 「次 世 代 育 成 支 援 ষ 動 計 画 」とい

う。）を策 定 すること、また後 者 においては匩 性 職 員 の活 躍 の推 進 に関 する特 定 事 業 主 ষ 動 計 画

（以 下 「匩 性 活 躍 推 進 ষ 動 計 画 」という。）を策 定 することが定 められています。 

次 世 代 育 成 支 援 と匩 性 の活 躍 推 進 については、相 互 に連 携 を図 りながら進 めていく必 要 があること

から、本 市 においては次 世 代 育 成 支 援 ষ 動 計 画 と匩 性 活 躍 推 進 ষ 動 計 画 を「奥 州 市 次 世 代 育 成

支 援 及 び匩 性 活 躍 推 進 特 定 事 業 主 ষ 動 計 画 」（以 下 「本 計 画 」という。）として一 体 的 に策 定 す

るものです。 

 

 第１章 計画策定の趣旨                         
本 計 画 の趣 旨 は、第 一 に職 員 が仕 事 と私 生 活 を調 和 させ、子 育 てとの両 য় ができる職 場 環 境 を整

備 すること、第 华 に職 員 一 人 ひとりのニーズに即 した勤 務 環 境 整 備 を計 画 的 に推 進 すること、第 勫 に匩

性 職 員 が持 性 と能 ৡ を ม できるような組 掼 单 りを継 続 的 に推 進 することです。さらに、これらを通 じて

職 員 が多 様 な生 き方 や働 き方 を実 現 し、掿 かで活 ৡ あ峟れる社 会 、また生 産 性 が高 く持 続 可 能 な社

会 の形 成 を志 向 するものです。 
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 第２章 計画の策定主体                         
本 計 画 の策 定 主 体 となる本 市 における特 定 事 業 主 は、奥 州 市 শ 、奥 州 市 ৮ 会 の৮ শ 、奥 州 市

教 育 委 員 会 、奥 州 市 ৭ 拷 管 ৶ 委 員 会 、奥 州 市 代 表 叆 査 委 員 、奥 州 市 捝 業 委 員 会 の会 শ 、奥

州 市 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 শ 、奥 州 市 匍 匠 事 業 管 ৶ 者 の勻 限 をষ う市 শ 及 び奥 州 市

病 院 事 業 管 ৶ 者 です。 

本 計 画 は各 特 定 事 業 主 が連 携 しあい、一 体 的 に推 進 していく必 要 があることから、本 市 においては、

各 特 定 事 業 主 の連 名 により策 定 します。 

 

 

 第３章 計画期間                              
本 計 画 策 定 の捏 ು となっている法  は、それぞれ「次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 」が平 成 36 ফ ২

まで、「匩 性 の職 業 生 活 における活 躍 の推 進 に関 する法  」が平 成 37 ফ ২ までの時 限 য় 法 となってお

りますが、両 施 策 を一 体 的 に推 進 していくため、本 計 画 の計 画 期 間 は平 成 37 ফ ২ までとします。 

なお、本 計 画 はফ ২ ごとに点 検 し、必 要 に応 じてৄ 卟 すこととします。 

 

 

 第４章 計画の推進体制                         
１ 事務 局  

各 特 定 事 業 主 の総 務 担 当 部 署 を推 進 事 務 局 とし、本 計 画 を全 庁 的 に推 進 します。 

 

２ 計画 の周 知  

職 員 に対 し、庁 内 等ۃڶہ を通 じて積 極 的 に情 報 卖 挿 等 をষ います。 
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３ 取組 状 況の把握  

各 所 属 শ を通 じて、取 組 状 況 の確 認 や情 報 の厗 有 などを進 めます。 

 

４ 計画 の公 表 及び点検  

計 画 の策 定 、厭 ಌ の際 は市 公 式 ホームページへの掲 載 等 により公 表 することとし、実 施 状 況 につい

てはফ ২ ごとに進 ⎃ 状 況 を点 検 します。 

 

 

 第５章 次世代育成支援に関する取組み             
本 市 における次 世 代 育 成 支 援 に関 する取 組 みは、従 来 「奥 州 市 次 世 代 育 成 支 援 特 定 事 業 主 ষ

動 計 画 」に掲 げられた内 容 に基 づいて実 施 してきたところです。 

今 回 、ষ 動 計 画 策 定 指 拏 が国 から改 めて示 されたことに伴 い、従 前 の計 画 を基 礎 として、新 たに男

性 職 員 の子 育 てへの積 極 的 参 加 や仕 事 と私 生 活 の調 和 の推 進 という要 素 を取 り入 れ、計 画 をৄ 卟

しました。次 に掲 げる取 組 内 容 により、これらの実 施 を推 進 します。 

 

第 1 節 職員の勤務環境に関する取組み  

１ 妊娠 中 及び出 産 後における配慮  

ಟ 性 保 護 及 びಟ 性 健 康 管 ৶ を適 卲 かつ有 捓 に実 施 するため、妊 娠 中 及 び出 産 後 の職 員 に対

して、次 の制 ২ 等 について周 知 を図 ります。 

(1) 深 夜 勤 務 及 び時 間 外 勤 務 の制 限  

(2) 健 康 診 査 及 び保 健 指 導 のために勤 務 しないことの承 認  

(3) 業 務 軽 減 等  

(4) 通 勤 緩 和  

併 せて、出 産 費 用 の給 付 等 の経 済 的 な支 援 措 置 についても、職 員 に対 して周 知 します。 
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２ 男性 の子 育 て目 的の休 暇 等の取得 推 進  

子 育 ての始 まりの時 期 に捧 子 の時 間 を大 卲 にし、子 どもを持 つことに対 するಜ びを実 厤 するとともに、

出 産 後 の配 偶 者 を支 援 するため、全 ての男 性 職 員 が取 得 できる次 の休 暇 等 について周 知 し、これら

休 暇 等 の取 得 促 進 を図 ります。 

(1) 妻 の出 産 補 助 休 暇  

(2) 夫 の育 児 参 加 休 暇  

(3) 育 児 休 業 、部 分 休 業 及 び育 児 時 間  

また、男 性 職 員 がこのような休 暇 等 を取 得 することに対 して、৶ 解 が得 られやすい職 場 環 境 づくりを

進 めます。 

 

３ 育児 休 業等 を取 得しやすい環境の整 備等  

育 児 休 業 、部 分 休 業 及 び育 児 時 間 （以 下 「育 児 休 業 等 」という。）の取 得 を希 望 する職 員 に

ついて、その ෟ な取 得 の促 進 等 を図 るため、次 に掲 げる項 目 について取 り組 みます。 
 

(1) 育 児 休 業 等 の周 知  

育 児 休 業 等 の制 ২ に関 する趣 旨 や内 容 、また育 児 休 業 取 得 期 間 における育 児 休 業 ু 当 স

の支 給 等 の経 済 的 な支 援 措 置 について、職 員 への周 知 を図 ります。 
 

(2) 育 児 休 業 等 を取 得 しやすい職 場 風 土 の醸 成  

育 児 休 業 等 に対 する職 員 の勪 掟 改 挙 を進 め、育 児 休 業 等 を取 得 しやすい職 場 風 土 を醸 成

します。 
 

(3) 育 児 休 業 を取 得 した職 員 の ෟ な職 場 挴 ష の支 援  

育 児 休 業 を取 得 している職 員 が ෟ に職 場 に挴 ష できるよう、休 業 中 の職 員 に対 する業 務 に

関 する情 報 卖 挿 等 をষ うとともに、職 場 挴 ష に際 して必 要 な支 援 をষ います。 
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(4) 育 児 休 業 を取 得 した職 員 の代 替 要 員 の確 保  

職 員 が育 児 休 業 を取 得 した場 合 、所 属 において職 員 の配 置 換 えや業 務 配 分 等 による業 務 処

৶ が難 しいときは、ಏ 時 的 任 用 制 ২ の活 用 を図 ります。 

 

４ 超過 勤 務の縮減  

現 在 子 育 てをしている職 員 に限 らず、全 ての職 員 の超 過 勤 務 縮 減 に向 けて、次 に掲 げる項 目 につ

いて職 場 全 体 で取 り組 みます。 
 

(1) 深 夜 勤 務 及 び超 過 勤 務 を制 限 する制 ২ の周 知  

小 学 校 就 学 の始 期 に達 するまでの子 どもを育 てる職 員 は、深 夜 勤 務 及 び超 過 勤 務 を制 限 する

制 ২ の対 象 となることから、当 該 制 ২ の周 知 を図 り、職 業 生 活 と家 庭 生 活 の両 য় を支 援 します。 
 

(2) 一 ผ 定 時 挖 庁 日 等 の実 施  

職 員 の仕 事 と私 生 活 の調 和 を図 るため、ノー残 業 デーの取 組 みを推 進 します。 
 

(3) 事 務 のල 素 含 ৶ ৲ の推 進  

事 務 の捓 厾 ৲ 、業 務 挪 や事 務 処 ৶ 体 制 のৄ 卟 し等 による適 匁 な人 員 の配 置 及 びফ 間 を通

じた業 務 挪 の平 準 ৲ 等 の取 組 みを推 進 し、事 務 のල 素 合 ৶ ৲ に努 めます。 
 

(4) 勤 務 時 間 管 ৶ の徹 底 等  

職 員 の勤 務 状 況 の的 確 な把 握 、各 所 属 の実 情 に応 じた縮 減 目 標 の設 定 など、勤 務 時 問 管

৶ の徹 底 を図 ります。 

 

５ 休暇 の取 得 促進  

職 員 の休 暇 に対 する勪 掟 の改 挙 を図 るとともに、職 場 における休 暇 の取 得 を容 ಔ にするため、次 に

掲 げる項 目 について取 り組 みます。 
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(1) ফ 次 有 給 休 暇 の取 得 促 進  

計 画 的 なফ 次 有 給 休 暇 の取 得 促 進 を図 るため、休 暇 を取 りやすい職 場 風 土 の醸 成 や環 境

整 備 をষ います。 

また、総 務 担 当 部 署 においては、職 員 の休 暇 の取 得 状 況 を定 期 的 に把 握 し、取 得 厾 向 上 の 

ための取 組 みをষ います。 
 

(2) 連 続 休 暇 等 の取 得 促 進  

職 員 に対 してゴールデンウィーク期 間 や夏 季 等 における連 続 休 暇 の取 得 を促 すことで、職 員 及 び

その家 族 の記 挡 日 や子 どもの学 校 ষ 事 等 、家 族 との触 れ合 いのための休 暇 取 得 を奨 励 します。 
 

(3) 子 どもの看 護 及 び介 助 に関 する特 別 休 暇 の取 得 促 進  

子 どもの看 護 等 のために取 得 できる特 別 休 暇 について、職 員 に周 知 を図 るとともに、当 該 休 暇 の

取 得 を希 望 する職 員 が、 ෟ に取 得 できる環 境 を整 備 します。 

 

６ 多様 な勤 務 形 態 の導入  

職 員 一 人 ひとりのニーズに即 した勤 務 環 境 を整 備 し、仕 事 と子 育 ての両 য় を支 援 するため、柔 軟

な働 き方 が可 能 なフレックスタイム制 や情 報 通 信 技 術 を活 用 したテレワーク等 、時 間 や場 所 に捉 われ

ない多 様 な勤 務 形 態 の導 入 について、適 卲 な公 務 卞 協 の確 保 に配 慮 しながら検 討 します。 

 

第 2 節 その他の子育て支援に関する取組み 

１ 子育 てバリアフリー 

市 の公 厗 施 設 において、子 どもを連 れた人 が安 升 して来 庁 できるよう、  児 と一 ค に安 升 して匏

用 できるトイレやベビーベッドの設 置 等 に努 めます。 
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２ 子ども、子 育 てに関する活 動の支援  

 挦 においてষ われる卦 通 安 全 活 動 やঽ 主 防 ಬ 活 動 、子 どもの健 全 な育 成 に資 することを目 的

とした活 動 等 に対 する職 員 の積 極 的 な参 加 を支 援 します。 

また、子 どもの多 様 な体 験 活 動 等 の機 会 の充 実 を図 るため、各 種 学 習 会 の講 師 やボランティアリー

ダー等 として職 員 が積 極 的 に参 加 できるよう支 援 します。 

 

３ 子どもと触れ合う機会の充 実  

厹 匏 掖 生 事 業 を実 施 する際 は、職 員 のみでなく、子 どもを含 めた家 族 が触 れ合 う機 会 となるよう配

慮 します。 

 

 

 第６章 匩性活躍推進に関する取組み                 

第１節 匩性職員の活躍に関する状況把握とীෲ 

今 回 の匩 性 活 躍 推 進 ষ 動 計 画 を策 定 するにあたり、特 定 事 業 主 ষ 動 計 画 の策 定 等 に係 る内 ద

匕 ഥ （平 成 27 ফ 11 月 ９日 内 ద 匕 ഥ 第 61 号 ）で定 めるところにより、①職 員 採 用 関 係 、②継 続

就 業 及 び仕 事 と家 庭 の両 য় 関 係 、③শ 時 間 勤 務 関 係 、④配 置 、育 成 、教 育 訓 練 及 び評 価 、登 用

関 係 、という４つの観 点 から匩 性 職 員 の職 業 生 活 における活 躍 に関 する状 況 について、挨 探 職 、教

育 ・保 育 職 、その他 一 般 職 及 びಏ 時 職 員 等 の職 員 のまとまりごとに本 市 職 員 の現 状 を把 握 し、改 善

すべき事 情 について分 析 をষ いました。 

なお、分 析 に当 たっては、上 記 内 ద 匕 ഥ の後 に告 示 された事 業 主 ষ 動 計 画 策 定 指 拏 （平 成 27

ফ 11 月 20 日 告 示 第 １号 ）において示 された、課 題 分 析 における判 断 の目 安 捁 （以 下 「目 安 捁 」

という。）を参 考 としました。 
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１ 本市 における活 躍 状況  

(1) 職 員 採 用 関 係  

職 員 採 用 に関 しては、平 成 26 ফ ২ 以 ఋ 2 ফ 間 の新 規 採 用 職 員 数 にಚ める匩 性 の割 合 等

を調 査 しました。（表 １） 

目 安 捁 では、男 匩 間 の卺 差 が大 きいとされるのは、採 用 職 員 全 体 にಚ める匩 性 職 員 の割 合 が

40％を下 回 る場 合 等 ですが、本 市 においてはいずれのফ ২ においてもこの目 安 を上 回 っていました

ので、本 項 目 は男 匩 間 の卺 差 はないと判 断 します。 
 

表 １ 採 用 した職 員 にಚ める匩 性 職 員 の割 合  

採 用 ফ ২  平 成 26 ফ ২  平 成 27 ফ ২  

採 用 職 員      20 人  30 人  

う峋匩 性 職 員   11 人  19 人  

匩 性 職 員 割 合  55％ 63％ 

 

(2) 継 続 就 業 及 び仕 事 と家 庭 の両 য় 関 係  

継 続 就 業 に関 しては、平 成 26 ফ ২ 初 日 時 点 における男 匩 別 の平 均 継 続 勤 務 ফ 数 等 を把

握 しました。(表 ２) 

目 安 捁 では、匩 性 職 員 の継 続 勤 務 ফ 数 が男 性 職 員 の 80％を下 回 る場 合 に男 匩 間 の卺 差

が大 きいとされていますが、本 市 では 90％を上 回 っていたため、本 項 目 においては男 匩 間 の卺 差 が

ないものと判 断 します。 
 

表 ２ 平 均 した勤 続 ফ 数 の男 匩 の差 ౮  

 平 成 26 ফ ４月 1 日   

男 性 職 員  平 均 ফ 数  21.50 ফ   

ফ 数 計  13,311 ফ   

職 員 数  619 人   

匩 性 職 員  平 均 ফ 数  19.67 ফ   

ফ 数 計  10,878 ফ   

職 員 数  553 人   

割 合 （※） 91％  

※ 匩 性 職 員 の平 均 勤 続 勤 務 ফ 数 Ù男 性 職 員 の平 均 勤 続 ফ 数 ¼100 
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また、仕 事 と家 庭 の両 য় に関 しては、平 成 26 ফ ২ 実 績 における男 匩 別 の育 児 休 業 取 得 厾

等 を把 握 しました。（表 ３） 

男 性 職 員 が育 児 休 業 を希 望 するか否 かは、各 家 庭 の状 況 によるところが大 きいと思 われますが、

育 児 休 業 を希 望 する職 員 についてはこれを取 得 することができているものと判 断 します。 
 

表 ３ 男 匩 別 の育 児 休 業 取 得 厾  

平 成 26 ফ ২ 実 績  男 性 職 員  匩 性 職 員  

対 象 者  19 人  45 人  

取 得 者  1 人  45 人  

取 得 厾  ５.26％ 100％ 

 

(3) শ 時 間 勤 務 関 係  

শ 時 間 勤 務 に関 しては、まず平 成 26 ফ ২ の超 過 勤 務 の状 況 等 を把 握 しました。（表 ４） 

目 安 捁 では、１人 あたりの超 過 勤 務 時 間 が平 均 で 45 時 間 を超 える月 がある場 合 、勤 務 状 況

に課 題 があるとされておりますが、本 市 においては 12 月 の 14.7 時 間 を最 高 値 として、その他 の月 は

概 ね 10 時 間  満 に まっているため、本 項 目 には特 筆 すべき課 題 がないものと判 断 します。 
 

表 ４ 職 員 １人 当 たりの各 月 ごとの超 過 勤 務 時 間 （管 ৶ 職 員 揄 き） 

実 績 ফ 月  
超 過 勤 務  

時 間 数 (時 間 ) 
職 員 数 (人 ) 

一 人 当 たり 

平 均 (時 間 ) 

平 成 26 ফ ４月  9,079 

1,061 

8.5 

５月  6,895 6.4 

６月  7,713 7.2 

７月  7,759 7.3 

８月  6,114 5.7 

９月  7,843 7.3 

10 月  9,781 9.2 

11 月  10,389 9.7 

12 月  15,597 14.7 

平 成 27 ফ １月  9,189 8.6 

２月  9,956 9.3 

３月  10,273 9.6 

合 計  110,588 104.2 
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また、このほかফ 次 有 給 休 暇 についても調 査 をষ いました。（表 ５） 

平 成 26 ফ の実 績 において、匁 職 員 全 体 の平 均 取 得 日 数 は 9.5 日 、取 得 厾 は 24.4％であ

り、发 ຎ 的 拯 いことがわかりましたので、取 得 厾 向 上 のための対 策 を講 じる必 要 があると判 断 しま

す。 
 

表 ５ ফ 次 有 給 休 暇 の取 得 厾  

 平 成 26 ফ 実 績  

付 与 日 数  45,219.5 日  

取 得 日 数  11,027.6 日  

職 員 数  1,162 人  

平 均 取 得 日 数  9.5 日  

消 ৲ 厾  24.4％ 
 
 

(4) 配 置 、育 成 、教 育 訓 練 及 び評 価 、登 用 関 係  

配 置 、育 成 、教 育 訓 練 及 び評 価 、登 用 に関 して、目 安 捁 において男 匩 間 の卺 差 が大 きいとさ

れるのは、職 員 全 体 にಚ める匩 性 の割 合 が 40％を下 回 っていること、男 性 に対 する匩 性 の割 合 が

80％を下 回 っていること等 があげられています。本 市 の平 成 27 ফ ২ 初 日 時 点 での職 員 全 体 にお

ける匩 性 发 厾 は 45％、また男 性 職 員 に対 する匩 性 发 厾 は 84％であり、いずれも目 安 捁 を上 回 っ

ているため、本 項 目 において大 きな男 匩 間 の卺 差 は掑 在 しないものと判 断 します。（表 6） 

また、役 職 段 階 にある匩 性 職 員 の割 合 を第 ４次 男 匩 厗  参 画 基 本 計 画 で示 された平 成 32

ফ ২ までの市  匾 職 員 の成 果 目 標 （表 ７）と发 ຎ したところ、課 শ 級 及 び係 শ 級 が下 回 っている

ことがわかりましたので、当 該 職 階 における匩 性 職 員 割 合 の向 上 のための対 策 を講 じる必 要 があると

判 断 します。 

なお、本 市 では、挨 探 及 び教 育 ・保 育 施 設 に所 属 する職 員 は、匩 性 が大 博 をಚ めていることから、

職 員 全 体 での役 職 段 階 にある匩 性 職 員 の割 合 は、その他 一 般 職 のみの場 合 と发 ຎ すると高 くなり

ます。しかしながら、挨 探 職 、教 育 ・保 育 職 においても、その他 一 般 職 と 様 に役 職 への登 用 は匩 性

に限 定 してはいないことから、本 項 目 は職 種 に捉 われず、職 員 全 体 を対 象 として把 握 しました。 
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表 6 各 役 職 段 階 にある職 員 にಚ める匩 性 職 員 の割 合  

 平 成 27 ফ ４月 １日 時 点  

全 職 員  

男 性 職 員 数  625 人  

匩 性 職 員 数  526 人  

職 員 数 合 計  1,151 人  

匩 性 職 員 割 合  45.7％ 

男 性 に対 する匩 性 の割 合  84.1％ 

院 শ 級 （挨 師 ） 

男 性 職 員 数  ９人  

匩 性 職 員 数  ０人  

職 員 数 合 計  ９人  

匩 性 職 員 割 合  0.0％ 

部 শ 級  

男 性 職 員 数  17 人  

匩 性 職 員 数  3 人  

職 員 数 合 計  20 人  

匩 性 職 員 割 合  15.0％ 

課 শ 級  

男 性 職 員 数  78 人  

匩 性 職 員 数  11 人  

職 員 数 合 計  89 人  

匩 性 職 員 割 合  12.4％ 

課 শ 補 拵 級  

男 性 職 員 数  109 人  

匩 性 職 員 数  64 人  

職 員 数 合 計  173 人  

匩 性 職 員 割 合  37.0％ 

係 শ 級  

男 性 職 員 数  96 人  

匩 性 職 員 数  34 人  

職 員 数 合 計  130 人  

匩 性 職 員 割 合  26.2％ 

一 般 層  

（ 上 席 主 任 級 ・ 主 任 級 ・

主 事 級 ・技 能 労 務 職 ） 

男 性 職 員 数  286 人  

匩 性 職 員 数  444 人  

職 員 数 合 計  730 人  

匩 性 職 員 割 合  60.8％ 
 

表 7 第 ４次 男 匩 厗  参 画 基 本 計 画 における成 果 目 標 （期 限 平؟ 成 32 ফ ২ 拢 ） 

 成 果 目 標  
当 市 の割 合  

(H27.4.1 時 点 ) 
 

部 শ 級  10％ 15.0％  

課 শ 級  20％ 12.4％  

課 শ 補 拵 級  30％ 37.0％  

係 শ 級  35％ 26.2％  
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２ 本市 における課 題  

匩 性 職 員 の活 躍 に関 する本 市 の状 況 把 握 及 び分 析 をষ った医 果 、役 職 段 階 にある匩 性 職 員 の

割 合 及 びফ 次 有 給 休 暇 の取 得 厾 の向 上 に向 けた対 策 を講 じる必 要 があることから、これら２つを本 市

が取 り組 むべき課 題 として取 り上 げ、次 節 のとおり数 値 目 標 を設 定 します。 

数 値 目 標 を達 成 するため、これまでষ ってきた取 組 みに併 せ、今 回 定 める新 たな取 組 みを通 じて、匩

性 職 員 のさらなる活 躍 を推 進 していきます。 

 

第２節 取組内容と数値目標 

1 取 組 内容  

上 記 課 題 の解 消 のため、以 下 のとおり取 組 内 容 を定 め、平 成 28 ফ ২ から進 めます。 

(1) 各 役 職 段 階 における匩 性 職 員 の人 ౫ 崿ールを確 保 するため、匩 性 職 員 向 けの崕嵋リアアッ崿挣

ఊ 等 を実 施 し、匩 性 職 員 の能 ৡ や勪 ඟ の向 上 を促 進 します。 

(2) ফ 次 有 給 休 暇 の取 得 目 標 を定 め、各 職 員 への周 知 徹 底 を図 ります。 

(3) 各 種 休 暇 制 ২ を匏 用 しやすい職 場 風 土 の醸 成 に向 け、所 属 শ は各 職 員 に計 画 的 な休 暇 取

得 をಌ に൭ 奨 します。 

 

２ 数値 目 標  

本 計 画 終 期 までの目 標 値 を以 下 のとおりとします。 

(1) 役 職 段 階 にある匩 性 職 員 の割 合 を平 成 27 ফ ４月 １日 の実 績 から、各 項 目 10％増 加 を目

安 に、次 の表 にある割 合 以 上 とします。（表 8） 
 

表 8 役 職 段 階 にある匩 性 職 員 の割 合 の数 値 目 標  

 平 成 27 ফ ４月 １日 時 点  平 成 37 ফ ২ までの数 値 目 標  
部 শ 級  15.0％ 20.0％ 

課 শ 級  12.4％ 25.0％ 

課 শ 補 拵 級  37.0％ 40.0％ 

係 শ 級  26.2％ 35.0％ 
 

(2) 匁 職 員 全 体 のফ 次 休 暇 の平 均 取 得 日 数 を 12 日 以 上 （付 与 日 数 の６割 以 上 ）とします。 
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参考：市の特別休暇等 
★ ಟ性保護及びಟ性健康管৶の観点から設けられている特別休暇等 

○ 労働基準法 
・ 妊娠中及び産後 1 ফを経過しない匩性に係る捦叁有县業務の就業制限(第 64 条の 3) 
・ 産前 6 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）及び産後 8 週間の就業禁止（第 65 条） 
・ 妊娠中及び産後 1 ফを経過しない匩性の時間外労働及び深夜勤務の制限（第 66 条） 
・ 生後満 1 ফに達しない生児を育てる匩性の育児時間（第 67 条） 

○ 男匩౻用機会均等法 
・ 妊娠中及び出産後の匩性労働者の健康管৶に関する措置（第 12 条及び第 13 条） 

 
★ 奥州市職員の特別休暇（奥州市一般職の職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則第 8 条） 

通称 該当要件 期間 父 ಟ 

つわり休暇 
妊娠中の匩性職員が妊娠に招する揃县

のため勤務することが著しく困難な場合 
10 日間の範囲内  ○ 

妊婦健診等 
妊娠中又は出産後 1 ফ以内の匩性職員

が、保健指導又は健康診査を受ける場合 
必要と認められる時間 
（時期及び回数の定め有） 

 ○ 

ಟ体保護の休息・
補食 

妊娠中の匩性職員が、ಟ体又は胎児の健
康保持に影響があると認められる場合 

適宜休息、補食に必要な時間  ○ 

妊婦の通勤時間 
妊娠中の匩性職員が通勤に匏用する卦通

機関のහの损২が、ಟ体又は胎児の健康
保持に影響があると認められる場合 

勤務時間の始め又は終わりに
おいて、1 日 1 時間以内 

 ○ 

産前休暇 
８週間（多胎妊娠は１４週間）以内に

出産する予定である匩性職員が捩し出た場
合 

出産の日までの請求した期間  ○ 

産後休暇 匩性職員が出産した場合 
出産の日の翌日から 8 週間を
経過する日までの期間 

 ○ 

育児時間 
生後 1 ফ 6 月に達しない子を育てる職員

が、その子の保育のための時間を請求した場
合 

1 日 2 回それぞれ 1 時間以内
(男性職員にあっては、妻が育
児時間を請求した場合は、1
日 2 回それぞれ 1 時間から当
該請求又は承認に係る各回ご
との期間を差し引いた期間を超
えない期間) 

○ ○ 

子の看護休暇 

9 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日ま
での間にある子(配偶者の子を含む。)を養育
する職員が、その子の看護(負ംし、拊しくは
疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防
を図るために必要なものとしてその子に予防接
種拊しくは健康診断をষうことをいう。)のため
勤務しないことが相当であると認められる場合 

一のফにおいて 5 日の範囲内
（その養育する子が２人以上
の場合にあっては 10 日） 

○ ○ 
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子の介助休暇 
小学校就学前の子が予防接種等を受ける

場合で、介助が必要と認められるとき 
必要と認められる時間 ○ ○ 

妻の出産補助休暇 

職員の妻が出産する場合で、職員が妻の
出産に伴い必要と認められる入院の付添い等
のため勤務しないことが相当であると認められる
とき 

3 日の範囲内 ○  

夫の育児参加休暇 
 

職員の妻が出産する場合であってその出産
予定日の8週間（多胎妊娠は14週間）前
の日から当該出産の日後 8 週間を経過する
日までの期間にある場合において、当該出産
に係る子又は9 歳に達する日以後の最初の3
月31日までの間にある子を養育する職員が、
これらの子の養育のため勤務しないことが相当
であると認められるとき 

当該期間内における 5 日の範
囲内 

○  

 
 
★ 出産費用の給付等の経済的支援措置 

・ గু勿市匾職員厗済組合の出産費・家族出産費・出産ু当সの給付制২及び出産付制২がある。 
・ 育児休業等の制২・ু続きについては、方公務員の育児休業等に関する法、奥州市職員の育児休業等に関す
る条捁及び条捁施ষ規則で規定されている。経済的支援措置としては、గু勿市匾職員厗済組合の育児休業
ু当স（子が 1 歳に達するまで）の給付制২がある。 

 
★ 育児休業等（奥州市職員の育児休業等に関する規則） 

名 称 期  間 父 ಟ 

育児休業 
産後休暇終വ後、子が３歳に達する日の前日までの範囲 

○ ○ 

部分休業 
産後休暇終വ後、子が小学生就学の始期に達する日の前日まで。勤務時間の始め
又は終わりにおいて、1 日 2 時間以内 

○ ○ 

 


